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韓国　グ ッ ドモ ーニ ング投資信託運用 株式会社

　韓国で は、日本か ら進 出して き た消費者金 融

会社が 、 韓国最大の新聞 「朝鮮 日報』で 取 D 上

げられるなど 、 韓国の消費者金融 （私債）市場

は日系の消費者金融 （私債）業者が リー ドして

いるとい っ ても過言で はない 。 中で もA＆○クレ

ジ ッ ト、 プロ グ レス 、 センチ ュ リ
ー

ソ ウル など

が代表 的で ある 。 韓 国 の IMF金融 危機直後 の

1998年頃から本格的 に進出して おD 、 豊富な資

金 と洗練され た営 業ノウハ ウ に よ り少額貸 出市

場で収益 をあげている 。

　 嘲 鮮日報』の 記事に よる と 、韓国で は消費

者金 融イ コ
ー

ル 厂暗い」とい うイメ
ージがあ る 。

国内 の 消費 者金融業者は 、法人 登 録を して営業

を行い 、 1社あ た り20〜30の店 舗を有 し 、 貸出

残高が大きなと ころで は 1，000億ウ ォ ン （100億

円）程度とな っ て い る。しか し日系企業の A＆○

の場合 、 祁皆に韓国の 国営銀行が入 っ てい る ビル

の 6階に本店を置き 、オ フ ィ ス は銀行や投資信託

会社の 小型の 店舗と錯覚する よ うな 明る い イメ

ージ 、 対応も親切かつ 丁寧で 、 韓国の 消費者金

融業者のイメージとはかな り違 っ て いる 。 IMF危

機以降 、 消費者金 融市場は 20兆ウ ォ ン 規模にな

っ て おり 、 日系企業が急成長する中で 国内業者

も10社程あるが 、 競争力の面で 日系企 業には及

ばな い 。 例えば A ＆○ク レ ジ ッ トの 貸出残高 は

t400 億ウォ ン （140億P∋）、 上半期だけで 250億 、

年間500億の黒字を予想 して い る 。 韓国全体の企

業を み て も 、黒字 にな っ て い る 会社はそ う 多 く

はない 。 彼らが成功 して い る理由と して 、 比較

的低い金 利での資 金調 達 、 与 信や債権回収の ノ

ウ八 ウ、貸倒れ率が5％ぐらいで ある ことがあげ

られて いる 。 政府 はマ
ー

ケ ッ トを制度化 しよう

として いる が 、 そ うな っ て も日系企業は有利だ

ろうと同紙で は報 じて い る 。

本稿で は 、 韓国の 利息制限法と消費者金 融業

界、IMF金融危機以降にお ける消費者金 融市場の

変化 につ いて 報告す る。IMF金融危機以前は経済

の発展を目標 に 、 企業設備資金の 調達と財政投

融資を最優先した関係で 、1960年か ら70年代末

までの 20年間は集中成長 といわれる程、資金 は

企業の成長のために使われて い た 。 1962年 に利

息制限法が制定され 、 1960年代に年率45％ にな

っ た
一

時期を除けば、「998年に IMFの勧告 によ

り上限金利が廃止され る まで は25％ を上限と し

て いた 。 日本の 利息制限法および出資法 が消費

者保護を目的として い るの に対 し、韓国の 利息

制限法は 、 資金 が一般消費者に流れるの を防ぐ

ための法律で あ っ た 。

　 1990年代には 、 フ ァ イナ ンス カンパニ ーとよ

ばれる会社が設立された 。 これは預金をとらな

い 限 り認 可 の い らな い商法上の 会社で 、 そ の他

の 類似企業と して登録 す る こ とに より 、 消費者

金融を 営業す る こ とができた 。 こ れらの会社は

資金 調達 コ ス トや 貸 し倒れ リス クが高く、税金、

営業費用を考 え れば、25％の利息 制限法 の下で

は 営業で きな い ため 、 個人にで は な く 、 金融機

関か ら借入れ の で き な い企業、そ の中で も比較

的 リスク の低い企 業 に貸出 して い た 。 しか し不

渡 りな ど で、多 くの フ ァ イ ナ ンス カ ンパ ニ
ー

は

倒産 した 。

　1998年 に利息制限法がIMFの勧告 によ り撤廃

さ れ て 以後、金利の 差別化が起こ 0 、 2001 年 12

月現 在の プライム レ
ー

トは約6％ 、 個人へ の貸出

金利の
一番低いもの は約 7％ とな っ た 。 また銀行

を含め 、 金融機関が企業向貸出 しよ り個人向貸

出 しを増や したこ とで 、 信用度の 高い企業へ の

貸出 し競争は激 しいが、信用度の 低い 企業 に対

して は積極的 に貸出が 行え な いた め、新 しく個

人向貸出 しを増 や した 。 さ らに消 費者 ロ
ー

ン を

含 め 、 様々な 金融商品 が自 由に取 り扱 えるよ う
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規制を撤廃した 。 この 結果 、 三星 キ ャ ピタル に

よる と、消費者金融貸出市場の規 模は、1995年
〜98年は 50兆ない し80兆ウ ォ ン （5兆〜8兆円〉

で あ っ た も の が 、2000 年 に は 164 兆 ウ ォ ン 、

2001年は 250兆ウ ォ ン、2005年には 400兆ウ ォ

ン に達すると推定されて いる 。 こ れらは主 に銀

行や保険会社、カー ド会社で あり、消費者 ロ
ー

ン の 専業会社に限 っ て い う と、5〜6兆ウ ォ ン の

規模である と推定される 。 ところ が 、 こ の 急激

な貸出の増加により信用不良者が急増 し 、 1996

年に は 96 万人だ っ た の が、2000 年に は 250 万 人

と 、 経済人ロの 11％ を占めるまでにな っ て いる 。

この 理 由と して 、急激 に貸 出しを増 や した事 、

［MF 危機以降韓国社会が疲弊 している こと 、 また

信用不良の恐 ろ しさ があ ま り認識さ れて いな い

こ となどが考え られ る 。

　先にも触れ た が、韓国 で は消費者金 融会社は

商法に基 づき 、そ の 他類 似与信金融業を 目的業

種と して 事業者登録をす る と営業を行う こ とが

で きる 。 これらの 金融機関は割賦金融、金融圏、

日系貸金 業者の 3つ に 区分す る こ とが で き る 。

取 扱 い 機 関 商　品　名 特 　　徴

三 星キ ャ ピタル ア八 　 囗
一

ン
一

リボル ビ ン グ方式（毎月　
一定率の返済）

− 15〜22 ％ 、限度　 1，000 万 ウ ォ ン 、手数料1〜2％

割賦金融 現代キ ャ ピ タル ドリ
ーム 　 囗

一
ン

一
リボル ビ ン グ方式（毎月　

一
定率 の 返済）

− 14〜2496、限度　 1，000 万ウ ォ ン、手数料 1〜4％

ロ ッ テ キ ャ ピタル キ ャ ッ シ ュ 　 ロ
ー

ン
一

リ ボルビン グ方式（毎月　
一

定率 の 返済）

教保生命 プラス 　 囗
一

ン
一

元利金　均等分割方式

一11．9〜1896、限度　 1，000 万 ウォ ン、手数料 1〜3％

銀行圏 総合通帳貸出カ
ー

ド

ロ ーン （限度貸出）

一
限度取引方式

金融圏
ハ ン ソル金庫 ス マ

ー
トローン

（総合通帳貸出）

一
限度取引方式

一13 ．5〜2496 、限度　 LOOO 万 ウォ ン、手数料 1％

セマ ウル 金庫 ス ピードマ イ ナス 一リ ボルビン グ方式（毎月　一定率の 返済）

− 10〜1596、限度　5，000 万ウ ォ ン、

プロ グ レス プ 目 グ レス カ
ー

ド
一

リ ボル ビン グ方式（毎 月　
一

定率 の 返済）
　日系

貸金業者
A＆0 A＆0　 メ ン バー

シ ツ プカード

一リボルビン グ方式（毎月　一定率の返済）

− 36 〜86 ％、限度　500 万ウ ォ ン

表 1

　韓国の 消費者金融専業会社は 2001 年の 6月 末

現在で 、 法人863社 、 個人549社の合計1，412社
で ある 。 うち ソウル に は 829社 ， また未登録業者

は 1，500社程と推定さ れて いる 。 金利は月利4〜

7％であるが 、 中には fO％ を超える会社もある 。

しか しな がら 、 これ らの経 営 状態 は あま り良 く

はなく 、 その理 由と して 、 リス クの高い 層 に貸

出を行 っ て いる ため 、 貸倒れ率が高く、また資

金調 達 コ ス トが 高い こ とがあ げ られ る。貸倒れ

率は 10％以上で あると推定 され、日本の 5％と比

べ ると非 常に高 い 。 代表 的な 専業会社 の事 例を

あげると、資本金 70億 ウォ ン 、店舗数35、職員

140 名 、 貸出総額は 500 万 ウ ォ ン以内 、 月利 3〜

7，2％とな っ て おD 、 貸倒れ率は公表 して いない

が、10％以上 と推定される 。

日系企 業は 1998年頃か ら韓国 に進 出 し始め 、

現 在は 10社程ある といわれ てい るが 、

一つ の企

業が別の名前で4〜5社を設立 している ため、正

確な数は不 明 で ある 。 こ れ ら B 系消費者金融会

社の平均月利は 7〜8％ 、 リスク の低い借 0 手 に

は 3〜5％ 、また リスクの 高い借 D 手の場合に は

10 ％を越える こともあ る 。 貸倒 れ率は 5％と 、 韓

国の消費者金融会社と比べ る と低い比率で ある 。

日系企 業が韓国で 成功 し て い る大 きな理由と し

て 、低い 資金調 達 コ ス ト、日 本で の 対面 審査 の

ノウ八 ウを活 か した与信と高い債権回収力が あ

げ られ る 。 また 顧 客 に対 して も 、 素早い対応 、

利便性な どサ
ービス の質の高さ も重要な ポイ ン

トとな っ て い る 。

　最後 に 、 現在の 韓 国における政策の動きと国

内 貸金 業者 の 対 応 に つ い て 触れ て お く こ と に し

よ う 。 政策では貸金業法制定が進め られて お り、

凵
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これ に基 づき専業会社の制度化が図 られる こ と

にな ろ う。上 限金 利を設け る法律 「金融利用 者

保護に関する法律」の 再導入が検討されて おり 、

上限金利は年率 60％の予定である 。 こ れら に対

し 、 貸金業者は調 達金利の 水準を 下 げる た め 、

国 内大手の預金金融機関や海外の 同業者との資

本参加ある い は提携、また専業会社同 士の 共同

信用情報網の構築 、 日本 の 専業会社の ノウ 八 ウ

の導入な どを検討 している 。
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